
（賃金の決定の方法④）※比較対象となる一般の労働者の平均的な退職金の額を定める
※対象労働者の退職手当の額を定める

【例：退職金前払いの方法をとる場合】

第3条
（一）～（四）(省略）
（五）① 退職手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、前払い退職金とする。

② 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の
額」は、別表１に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とし、その支給方法につい
ては別途定める賃金規程第○条に従って支給する。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116938781797465前払い退職金（時給換算）別表１の５％参考

３５

※別表１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値基準値

２０年１０年５年３年２年１年０年

2,2491,8091,6941,5821,5441,4431,268ルート配送員
（職業安定業務統計）①

102.3％を乗じる（１円未満は切り上げ）地域調整（兵庫県）102.3②

2,3011,8511,7331,6191,5801,4771,298一般基本給・賞与等③



一般退職金の算定について（前払い退職金） ３６

一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退職金とし、当該割合を「５％」とする
（１円未満切り上げ）。

116938781797465５％一般退職金⑥

× ５％

掛金（を時給換算した）額が、一般退職金以上であること。

③中小企業等退職金共済制度等に加入する場合

一般退職金

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値基準値

２０年１０年５年３年２年１年０年

2,2491,8091,6941,5821,5441,4431,268
ルート配送員
（職業安定業務統計）

2,3011,8511,7331,6191,5801,4771,298①×102.3地域調整（兵庫県）



（賃金の決定の方法④）※比較対象となる一般の労働者の平均的な退職金の額を定める
※対象労働者の退職手当の額を定める

【例：中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合】

第3条
（一）～（四）(省略）
（五）① 退職手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中

小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約を締結する。
② 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金額」

は別表１に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）の額とし、支給方法などを含む詳
細は、○○人材サービス株式会社退職金規程第○条の定めによるものとする。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

３７

116938781797465前払い退職金（時給換算）別表１の５％参考

※別表１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値基準値

２０年１０年５年３年２年１年０年

2,2491,8091,6941,5821,5441,4431,268ルート配送員
（職業安定業務統計）①

102.3％を乗じる（１円未満は切り上げ）地域調整（兵庫県）102.3②

2,3011,8511,7331,6191,5801,4771,298一般基本給・賞与等③



一般基本給・賞与等、一般通勤手当、一般退職金の個別での比較 ３８

協定対象派遣労働者の賃金

基本給・賞与・手当等

通勤手当

退職金（退職手当）

一般賃金

一般基本給・賞与等

一般通勤手当

一般退職金

≧

≧

≧

≧

協定対象派遣労働者の基本給・賞与・手当の合計額が、一般基本給・賞与等以上となる。

①通勤にかかる費用の実費を支給する。

②「７９円」（時給）以上の額を、通勤にかかる費用として支給する。

①局長通達別添４により示された統計をもとに設定した、一般の労働者の退職手当制度を
上回る退職金制度がある。

②一般基本給・賞与等の５％以上の額を、前払い退職金として支給する。

③一般基本給・賞与等の５％以上の額の掛金で、中退共等に加入する。

個別で比較



一般基本給・賞与等、一般通勤手当、一般退職金の合算について① ３９

協定対象派遣労働者の賃金

基本給・賞与・手当等

通勤手当

退職金（退職手当）

一般賃金

一般基本給・賞与等

一般通勤手当

一般退職金
≧

≧

協定対象派遣労働者の基本給・賞与・手当の合計額が、一般基本給・賞与等以上となる。

②「７９円」（時給）以上の額を、通勤にかかる費用として支給する。

②一般基本給・賞与等の５％以上の額を、前払い退職金として支給する。

合算で比較

基本給・（賞与・手当等）

一般基本給・賞与等

一般通勤手当

一般退職金
≧



一般基本給・賞与等と一般通勤手当との合算

＋
７９円を加算する７９円一般通勤手当④ ＝

2,3801,9301,8121,6981,6591,5561,377
一般賃金
一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当

⑤

一般通勤手当一般基本給・賞与等

①退職金は個別に比較、基本給・賞与等と通勤手当は合算で比較する場合

※通勤手当が実費支給の場合は合算できない

一般退職金

４０

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値基準値

２０年１０年５年３年２年１年０年

2,2491,8091,6941,5821,5441,4431,268ルート配送員
（職業安定業務統計）①

102.3％を乗じる （１円未満は切り上げ）102.3地域調整（兵庫県）②

2,3011,8511,7331,6191,5801,4771,298一般基本給・賞与等③



協定対象労働者の賃金（基本給・賞与・手当等） ４１

合計額手当等賞与基本給職務の内容
等
級

2,150～502001,900～リーダー職A

1,850～502001,600～サブリーダー職B

1,650～502001,400～定形・定常（補助）業務C

協定対象労働者の基本給・賞与・各種手当の合算額を時給換算した額が、一般
基本給賞与等＋一般通勤手当と同額以上となる必要がある。

≧

【例】賞与は、直近の事業年度において、協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

【例】手当等には家族手当、食事手当が含まれ、直近の事業年度において、協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金

能力・経験
一般基本給・

賞与等

１０年1,930

３年1,698

１年1,556

一般通勤手当



【第２号】労使協定の記載例（一般通勤手当を合算）

（賃金の決定の方法①） ※対象派遣労働者の通勤手当（一般通勤手当）を合算比較することを定める

第３条
対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金

の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。

（一）～（三）（略）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【例】（通勤手当を合算して比較する場合の記載例）

（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」につい

ては、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、その額を７9円（時給換算額）とする。

※別表１

４２

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値基準値ルート配送員
（職業安定業務統計） ２０年１０年５年３年２年１年０年

2,3011,8511,7331,6191,5801,4771,298一般基本給・賞与等１

79797979797979７９円一般通勤手当２

2,3801,9301,8121,6981,6591,5561,377通勤手当上乗せ後の一般賃金３



一般基本給・賞与等と一般退職金との合算

2,4171,9441,8201,7001,6591,5511,363
一般賃金

一般基本給・賞与等＋
一般退職金

⑤

＋
＝

４３

116938781797465５％一般退職金⑥

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値基準値

２０年１０年５年３年２年１年０年

2,2491,8091,6941,5821,5441,4431,268ルート配送員
（職業安定業務統計）

①

102.3％を乗じる （１円未満は切り上げ）102.3地域調整（兵庫県）②

2,3011,8511,7331,6191,5801,4771,298一般基本給・賞与等③

一般退職金一般基本給・賞与等

②基本給・賞与等と退職手当を合算で比較する（通勤手当は実費支給）

※退職金制度の場合は合算できない

一般通勤手当



協定対象労働者の賃金（基本給・賞与・手当等） ４４

合計額手当等賞与基本給職務の内容
等
級

2,150～502001,900～リーダー職A

1,850～502001,600～サブリーダー職B

1,650～502001,400～定形・定常（補助）業務C

協定対象労働者の基本給・賞与・各種手当の合算額を時給換算した額が、一般
基本給賞与等＋一般退職金と同額以上となる必要がある。

≧

【例】賞与は、直近の事業年度において、協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

【例】手当等には家族手当、食事手当が含まれ、直近の事業年度において、協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金

能力・経験
一般基本給・

賞与等

１０年1,944

３年1,700

１年1,551

一般退職金



【第２号】労使協定の記載例（一般退職金を合算）

（賃金の決定の方法） ※対象派遣労働者の退職手当（一般退職手当）を合算比較することについて定める
第３条

対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。

（一）～（四）（略）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【例】（退職手当を合算して比較する場合の記載例）

（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃
金の額」については、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、その額
を別表１（※）の１に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。

４５

※別表１

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値基準値ルート配送員
（職業安定業務統計） ２０年１０年５年３年２年１年０年

2,3011,8511,7331,6191,5801,4771,298一般基本給・賞与等１

116938781797465５％一般退職金２

2,4171,9441,8201,7001,6591,5511,363通勤手当上乗せ後の一般賃金３



一般基本給・賞与等、一般通勤手当、一般退職金をすべて合算 ４６

＋
＝

2,4962,0231,8991,7791,7381,6301,442
一般賃金
一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当＋
一般退職金

⑤

一般通勤手当一般基本給・賞与等

②基本給・賞与等、通勤手当、退職金すべてを合算で比較する

※通勤手当が実費支給の場合は合算できない

一般退職金

４６

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値基準値

２０年１０年５年３年２年１年０年

2,2491,8091,6941,5821,5441,4431,268ルート配送員
（職業安定業務統計）①

102.3％を乗じる （１円未満は切り上げ）102.3地域調整（兵庫県）②

2,3011,8511,7331,6191,5801,4771,298一般基本給・賞与等③

※退職金制度の場合は合算できない

116938781797465５％一般退職金⑥

7979797979797979円一般通勤手当④



協定対象労働者の賃金（基本給・賞与・手当等） ４７

合計額手当等賞与基本給職務の内容
等
級

2,150～502001,900～リーダー職A

1,850～502001,600～サブリーダー職B

1,650～502001,400～定形・定常（補助）業務C

協定対象労働者の基本給・賞与・各種手当
の合算額を時給換算した額が、一般基本
給・賞与等＋一般通勤手当＋一般退職金の
合計額と同額以上となる必要がある。

≧

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等≧
協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金

能力・経験一般退職金

１０年2,023

３年1,779

１年1,630

一般通勤手当

一般退職金

一般基本給・
賞与等

一般通勤手当



【第２号】労使協定の記載例（一般通勤手当・一般退職金を合算）

（賃金の決定の方法①）
第３条

対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。

（一）～（三）（略）

（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」に
ついては、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、その額を７２円（時給換
算額）とする。

（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」に
ついては、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、その額を別表１（※）の
１に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。

４８

※別表１

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値基準値ルート配送員
（職業安定業務統計） ２０年１０年５年３年２年１年０年

2,3011,8511,7331,6191,5801,4771,298一般基本給・賞与等１

116938781797465５％一般退職金２

79797979797979７9円一般通勤手当３

2,4962,0231,8991,7791,7381,6301,442通勤手当及び退職金
上乗せ後の一般賃金

４



【第２号】労使協定の記載例（対象労働者の基本給・賞与・手当等）

（賃金の決定の方法②） ※対象派遣労働者の基本給・賞与・手当について定める

第４条
対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表２のとおりとする。

（一）別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること。

（二）別表２の各等級の職務と別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額
との対応関係 は次のとおりとすること。

Ａランク：10年 Ｂランク：３年 Ｃランク：１年

別表２ 対象従業員の基本給、賞与及び手当等の額

４９

合計額手当等賞与基本給職務の内容
等
級

2,150～502001,900～リーダー職A
1,850～502001,600～サブリーダー職B
1,650～502001,400～定形・定常（補助）業務C

≧

対応する一般
の労働者の
能力・経験

対応する一般
の労働者の

平均的な賃金

１０年2,023

３年1,779

１年1,630

（備考例）賞与は、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額による算出。

手当等には家族手当、食事手当が含まれ、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出。



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）

イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省
令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が
あつた場合に賃金が改善されるものであること。

３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第２号ロ】賃金の決定の方法について（昇給規定）① ５０

２号 賃金の決定の方法

ロ 賃金が改善されるものであること

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

※通勤手当、家族手当、住宅手当など職務の内容に密接に関係しない手当は
賃金改善の対象外となる。

職務の内容

職務の成果

意欲

能力又は経験

その他
（就業に関する
ことに限る）

に向上があった場合、賃金が改善される

どの事項をどのように勘案するかは労使にゆだねられる

基本給を上げる
手当を追加支給する

能力に応じた新たな就業機会を提供する

例１

例２

例３



【第２号ロ】賃金の決定の方法について（昇給規定）②

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

2,000リーダー職A

1,600サブリーダー職B

1,400定形・定常
（補助）業務C

基本給

１号俸 ２号俸

2,150

1,950

1,450

2,200

2,100

1,500

昇給

3号俸

基本給を上げる例１

５１

昇給



【第２号】賃金の決定の方法について（昇給規定）③

＋
追加で手当を支給

※基本給の〇～〇％の能
力手当を別途支給する等

５２

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

2,000リーダー職A

1,600サブリーダー職B

1,400定形・定常
（補助）業務C

手当を追加支給する例２

基本給



【第２号】賃金の決定の方法について（昇給規定）④

能力の向上を評価し、
能力に応じたより高度
な就業の機会を提供す
ることにより、賃金が
改善

５３

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

2,000リーダー職A

1,600サブリーダー職B

1,400定形・定常
（補助）業務C

能力に応じた新たな就業機会を提供する

基本給

例３



【第２号ロ】労使協定の記載例（昇給規定）

（賃金の決定の方法②） ※対象派遣労働者の基本給・賞与・手当について定める

第４条
１ 対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表２のとおりとする。
（一）（略）
（二）（略）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【例１】（基本給を上げる）

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の
蓄積及び能力の向上があると認められた場合には、昇給は勤務成績等に応じて1号俸から3号俸までの範囲内
で決定するものとする。
また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会

を提示するものとする。

【例２】（手当を追加支給する）

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の
蓄積及び能力の向上があると認められた場合には基本給額の１～３％の範囲で能力手当を支払うこととする。
また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会

を提示するものとする。

【例３】（能力に応じた新たな就業機会を提供する）

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、より高い等級の職務を遂行する能力があると認
められた場合には、その能力に応じた派遣就業機会を提示するものとする。ただし、これに相当する機会を
提供できないときは、同勤務評価の結果に応じて基本給額の１～３％の範囲で能力手当を支払うこととする。

５４



労使協定の記載例（協定の対象とならない賃金について）

（賃金の決定の方法）

第３条

対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。

（一）～（二）（略）

（三）時間外労働手当、深夜・休日労働手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、社

員就業規則第○条に準じて、法律の定めに従って支給する。

時間外労働手当や深夜・休日労働手当といった手当は一般賃金には含まれ
ないため、必ずしも協定に記載しなければならない項目ではないが、法律
の定めに従って支給されることを労使で共有するために、明記することが
望ましい。

５５



法第３０条の４第１項第３号

賃金の決定に当たっての評価



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）

イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省
令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が
あつた場合に賃金が改善されるものであること。

３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第３号】賃金の決定に当たっての評価（評価規定） ５６

３号 公正な評価制度

就業規則に正社員の評価規定が定められており、それらを準用する場合、
その旨を労使協定に引用することも可。

職務の内容

職務の成果

意欲

能力又は経験

その他
（就業に関する
ことに限る）

どの事項をどのように勘案するかは労使にゆだねられる

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実
態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。

賃金の改善（昇給）にかかる評価について公正さを担保
する工夫がなされていることが必要。

恣意的・感情的な評価ではないこと。

評価時期や方法について客観的な基準があること。



【第３号】労使協定の記載例（評価制度）

（賃金の決定にあたっての評価）

第６条
【例】

対象従業員の基本給の決定は、毎年〇月に行う勤務評価を活用する。勤務
評価は公正に評価することとし、勤務評価の方法は、□□就業規則第〇条に
定める方法を準用し、その評価結果に基づき、第４条第２項の追加手当の範
囲を決定する。

２ 賞与の決定は、毎年〇月に行う 勤務 評価を活用する。 勤務 評価 は公
正に評価することとし、その方法は□□就業規則第○条に定める方法 を準用
し 、その評価結果に基づき、別表２の備考のとおり、賞与額を 決定する。

３ △△ 手当の決定は、毎年〇月ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価
は公正に評価することとし、その方法は□□就業規則第○条に定める方法を
準用し、その評価結果に基づき、別に定める「△△手当支給規程 」により支
給を決定する。

５７



法第３０条の４第１項第４号

賃金以外の待遇の決定の方法



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）

イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省
令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が
あつた場合に賃金が改善されるものであること。

３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第４号】賃金以外の待遇の決定の方法 ５８

４号 賃金以外の待遇の決定の方法

※給食施設（食堂）、休憩室、更衣室の利用については、派遣先が利用の機会を与え
なければならないものであって、派遣先の通常の労働者との均等均衡待遇が求められる。

賃金以外の待遇については、賃金とは異なり一般の労働者ではなく、派遣元の
通常の労働者（正社員および無期雇用フルタイム労働者）との均等均衡待遇が
求められる。

転勤者用社宅

慶弔休暇

病気休職

法定外有給休暇

健康診断に伴う
勤務免除・有給保障

教育訓練

派遣元の通常の労働者（正社員等）との均等均衡待遇が
求められる

労使協定に記載する必要がある。

正社員の就業規則を準用する

派遣労働者の就業規則が適用される場合、それらが正
社員と比較して不合理な待遇差でないこと



【第４号】労使協定の記載例（賃金以外の待遇の決定）

（賃金以外の待遇）

第６条

【例】

教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の
賃金以外の待遇については正社員と同一とし、社員就業規則第
○条から第○条までの規定を準用する。

【例】

教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の
賃金以外の待遇については、正社員に適用される〇〇就業規則
第〇条から〇条までの規定と不合理な待遇差が生じることとな
らないものとして、〇〇就業規則第○条から第○条までの規定
を適用する。

５９



法第３０条の４第１項第５号

法第３０条の２の教育訓練の実施



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）

イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省
令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が
あつた場合に賃金が改善されるものであること。

３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第５号】法第３０条の２に規定する教育訓練

労使協定に明記する必要がある。

※法第３０条の２第1項の教育訓練は、法第４０条第２項に規定する「派遣労働者が従
事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な
能力を付与するための教育訓練」とは異なるものであることに注意。

法第４０条第２項の教育訓練は、派遣先が措置を講ずる必要がある。

派遣元事業主は、労働者派遣事業の許可又は更新申請の際に都道府県労働局に
提出した教育訓練計画に基づいた教育訓練を実施することが求められる。

６０

５号 段階的かつ体系的な教育訓練を実施すること

派遣元事業主は派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知
識を習得することができるように教育訓練（キャリアアップに資する教育訓
練）を実施しなければならない（法第３０条の２第１項）。



【第５号】労使協定の記載例（教育訓練）

（教育訓練）

第７条
【例】

労働者派遣法第30条の２に規定する教育訓練については、労
働者派遣法に基づき別途定める「○○社教育訓練実施計画」に
従って、着実に実施する。

６１



法第３０条の４第１項第６号

その他（有効期間等）



法第３０条の４【条文】（労使協定方式）

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利
厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。）について、次に
掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第１号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用し
ない。ただし、第２号、第４号若しくは第５号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない
場合又は第３号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

１ その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
２ 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法（次のイ及びロ（通勤手当その他の厚生労働省
令で定めるものにあつては、イ）に該当するものに限る。）

イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省
令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上が
あつた場合に賃金が改善されるものであること。

３ 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定
すること。
４ 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定の方法
（派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣
労働者を除く。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ
るものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。）
５ 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育
訓練を実施すること。
６ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項



【第６号】その他（有効期間等）

労使協定の有効期間

労使協定を適用する派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定
する場合には、その理由

第３号 特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、派遣先の
変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しよ
うとしないこと。

労使協定の始期と終期を記載すること。
労働者の意思を適正に反映することを考慮し、２年以内の期間とすることが望ましい。

「派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不
安定化を防ぐため」と記載することが考えられる。

「特段の事情」とは、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲が職種によって定め
られている場合であって派遣労働者の職種の転換によって待遇決定方式が変更され
る場合などをいう。

則第25条の10

第２号

第１号

６２

６号 その他（有効期間）

厚生労働省令で定める事項とは、労働者派遣法施行規則第２５条の１０第１号
から第３号に規定するものをいう。



【第６号】労使協定の記載例（有効期間等）

（その他）

第８条
【例】本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

（有効期間）

第９条

【例】

１ 本協定の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○〇日までの○年間とする。

２ 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃
金の額を基礎として、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保について誠実に協議するものとする

（対象となる派遣労働者の範囲等）

第１条

１ 本協定は派遣先でルート配送員の運転業務に従事する従業員（以下「対象従業員」という。）に適

用する。【例】※対象を派遣労働者の一部に限定する理由

２ 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い
所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。

【例】※一の労働契約の期間中に、協定の対象か否かを変更しないこと

３ 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用
を除外しないものとする。

６３



労使協定の遵守等



労使協定の運用

労使協定が適切に締結されていても、協定が遵守されていない場合は労使協定が無効となる。

６４

× 実際の賃金が、一般賃金を下回っている

労使協定が遵守されていない場合、労使協定は無効となり、派遣先均等・均衡方式が適用される。

賃金の決定の方法２号

公正な評価制度３号

× 賃金の決定に係る公正な評価を行っていない

段階的かつ体系的な教育訓練を実施すること５号

× 賃金以外の待遇が、派遣元の通常の労働者との均等・均衡待遇ではない

賃金以外の待遇の決定の方法４号

× キャリアアップに資する教育訓練を実施していない



労使協定の周知について



法第３０条の４ 第２項（労使協定の周知）

労使協定の周知 派遣元事業主は、労使協定をその雇用する労働者に

周知しなければならない。

労使協定は協定対象の派遣労働者はもとより、協定対象ではない派遣労働者及び
派遣労働者ではない者（正社員等）にも周知する必要がある。

周知の対象

周知の方法

①書面の交付、ファクシミリ（※）、電子メール（※）による方法・・・（※）希望する場合のみ

②イントラネット等で常時確認できる方法

③常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法

ただし、労使協定の概要について、①又は②の方法によりあわせて周知する場合に限る。

労使協定の概要は、少なくとも、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲、派遣労働者
の賃金（基本給、賞与、通勤手当、退職手当等）の決定方法及び有効期間を盛り込み、
派遣労働者が容易に理解できるようにすることが望ましい。

ファクシミリ、電子メールによる方法は、労働者が希望する場合に限る。

６６



参考資料等



参考資料等①

局長通達について 一般賃金の算定を行うために必要な「局長通達」については、毎年６～８
月頃に示されます。この「局長通達」は翌年度４月から適用されるものです。
「局長通達」は厚生労働省のホームページに掲載されます。

６７

兵庫労働局 労働者派遣事業 検索

次ページへ



参考資料等① ６８

厚生労働省 労働者派遣事業のページ

下へスクロール

次ページへ



参考資料等② ６９

職業分類について 一般賃金を算定するに当たっての職種の選択については、「賃金構造基本
統計調査」「職業安定業務統計」の職種の解説を参考にしてください。これ
らについても、厚生労働省のホームページにて確認することが可能です。

労使協定のイメージ 今回解説しました労使協定の作成について、ひな形が厚生労働省のホーム
ページからダウンロードをすることができます。その他の参考様式や Q＆A 
等も公開されていますので参考にしてください。下へスクロール


